資料３
「おうかがい市バス」試行計画書
１ 趣旨
      高齢者を始めとした交通弱者である太田市民を対象に、市内及び近隣市町の病院
市内の商店及び最寄駅まで送迎サービスの提供を行い、交通不便の解消と福祉の増
進を図り住み良い街づくりの推進に寄与することを目的とする。

      　

２ 事業活動
⑴ 送迎方法

送迎登録者（以下「登録者」という。）の要請により自宅等から目的地に向か
い、用事が済んだ後、自宅等まで乗合自動車で送迎する。
　　　　　 ⑵ 運行の距離と回数

　 運行の距離は自宅から目的地までの片道の距離を基準とし、２0ｋｍまでを１
回分とする。

これを超える場合は２回分とし、最大片道運行距離は30ｋｍを限度とする。

⑶ 運行日時

　 月曜日から金曜日までとし、時間は午前9時から午後４時までとする。

　（土、日、祝日、年末年始12／29～1／3は運休）

⑷ 送迎の申し込み

　 送迎の申し込みは、1週間前から前営業日までに、電話または直接おうかがい市バス管理センターへ申込みする。

３ 利用者登録

この送迎を利用したい市民は、利用者登録を行う。

⑴ 利用者登録申請

　    所定の登録申込書に必要事項を記入し、市長に申請する。

　　(民生委員及び福祉事務所長・ふれあい相談員が登録資格を確認。)

⑵ 登録申請が可能な市民

　 ア　市に住民登録している７５歳以上の交通弱者

　　 　  　（原則として、介護保険及び福祉有償運送利用者は除く。）　

　　 　 イ　障がい者

　 　   　身体障害者1・2級、療養手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳1級の者

　 　　  （原則として、介護保険利用者は除く。）

ウ　市長が特に認めた者

⑶ 利用者の登録

　　　 　　市長は申請書を精査し、正に交通弱者と認めた時は利用登録を行い、利用登録
証を交付する。

⑷ 登録者の利用回数

　　　 　  送迎利用回数は１年間当たり、５０回を限度とする。

　　　 　  ただし、市長が特に認めた者はこの限りでない。
４ 運行管理
⑴ 送迎体制
　 　 ・送迎車両　10台

10人乗りワンボックス6台・小型乗用車（公用車両）4台

・運転手　

　 　 おうかがい市バス運転手　6名・スク－ルバス運転手併用4名　　

⑵ 運行管理

　 　４名体制

運行管理は、登録者の要請により効率的運行計画を作成し、運転手に伝える。　

　    運転手は、運行計画に従い送迎を行う。また、管理センター及び各運行車両と
緊密に連携し、安全で効率的な運行に努めるものとする。

　

５ 事業費

　　　総事業費　　２４，１０８千円（群馬県緊急雇用創出基金事業　補助率１０／１０）

　　　　主な内訳

　　　　・人件費　　　　１７，４８７千円

　　　　・車両リ－ス代　　３，３８０千円

　　　　　（車検・3ヶ月点検・整備代等含む）

　　　　・燃料費　　　　　２，６４７千円

　　　　・その他経費　　　　　５９４千円

　　　　　（通信運搬費・消耗品費等）
６ 事業効果

　 　 ・交通手段を持たない高齢者や障がい者等の交通弱者の足の確保と自立した生活の確
保が図れる。　

　 ・路線バスを含め、年間約4千万円の経費の削減が図れる。
